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令和3年10月15日号
斑鳩町役場

TEL 0745（74）1001
fax 0745（74）1011

http://www.town.ikaruga.nara.jp/
ホームページ :

メールアドレス :
info@town.ikaruga.nara.jp

掲載しているイベント等の情
報は、10月４日時点での情報
です。新型コロナウイルス感
染症の拡大状況により中止す
る場合があります。2021

催

　し

こ
ど
も
勾
玉
づ
く
り
教
室

　
斑
鳩
文
化
財
セ
ン
タ
ー

（
☎
０
７
４
５

１
２
０
０
）

古
代
の
ア
ク
セ
サ
リ
ー
で
あ
る「
勾
玉
」

を
つ
く
り
ま
す
。

日
時

　11
月
28
日（
日
）

　
　
午
後
１
時
30
分
〜
３
時
30
分（
予
定
）

場
所

　中
央
公
民
館
２
階
　
創
作
室

対
象

　町
在
住
の
小
学
４
〜
６
年
生
と
そ

の
保
護
者

定
員

　10
組
20
人（
定
員
を
超
え
た
場
合

は
抽
選
）

参
加
費

　材
料
費
２
０
０
円
・
保
険
料

（
１
０
０
円
程
度
）
（※

当
日
徴
収
）

申
込
期
間

　10
月
25
日（
月
）〜

11
月
７
日（
日
）

申
込
方
法
　
参
加
者
の
住
所
、
氏
名
、
電

話
番
号
を
次
の
い
ず
れ
か
の
方
法
で
お

知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

・
斑
鳩
文
化
財
セ
ン
タ
ー
窓
口

・
ｆ
ａ
ｘ
（
０
７
４
５

１
２
０
１
）

・
Ｅ
メ
ー
ル

（syougai@
tow
n.ikaruga.nara.jp

）

お
願
い
　
マ
ス
ク
の
着
用
や
手
指
の
消
毒
、

ソ
ー
シ
ャ
ル
デ
ィ
ス
タ
ン
ス
な
ど
、
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
拡
大
防

止
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

斑鳩町は、ごみの減量化、資源化などの施策の実
施について必要な事項を審議する廃棄物減量等推
進審議会を設置しています。
そこで、今後のごみ減量化・資源化施策やごみ自
体を出さない持続可能なまちづくりの推進につい
て、住民のみなさんの意見を反映させるため、次の
とおり、委員を募集します。
詳しくは、募集要領をご確認ください。
※募集要領・応募申込書は環境対策課窓口、中央・
西・東公民館で配布します。また、町ホームペー
ジからもダウンロードできます。

任　　期　２年
（令和３年12月
　～令和５年11月の予定）
※年２回程度の開催を予定

募集人数　１人

応募資格　ごみ減量化・資源化施策の審議に積極
的に参加する意欲のある人で、次の要件すべて
に該当する人
・町在住で18歳以上の人(令和３年10月15日現在)
・平日の昼間に開催する審議会に参加できる人
・斑鳩町の町議会議員および職員でない人

応募方法　応募申込書に「応募の理由」（400字程
度）ほか必要事項を記入のうえ、次のいずれかの
方法で役場環境対策課へ提出してください。
①郵送（〒636‐0198　斑鳩町役場内）
②ｆａｘ（0745-74-1011）
③Ｅメール（kankyou@town.ikaruga.nara.jp）
④持参

応募期間　10月15日（金）～11月12日（金）
※郵送の場合は期間内の消印有効

選考方法　書類選考により決定します。

募

　
　集

お
知
ら
せ

ト
ピ
ッ
ク
ス

催

　
　し

廃棄物減量等推進審議会委員を募集します
～「持続可能な未来の斑鳩」を一緒につくりませんか？～

環境対策課（☎内線 133）
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ト
ピ
ッ
ク
ス

催

　
　し

募

　
　集

お
知
ら
せ

　新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、すべての
教室を事前申込制とします。みなさんのご理解ご協力をお
願いいたします。
　詳しくは地域包括支援センターへお問い合わせください。

対象：町在住の65歳以上の人
問合せ・申込先：地域包括支援センター

（☎0745-75-4000 ･ 0745-74-5666）

お互いに感染しない・させないために（お願い）
・事前申込制としますので、前日までに電話でお申し込み
ください。（申し込みのない人は当日参加できません）
・ご自宅で体温を測定してきてください。当日受付でお伺
いします。（37.5℃以上ある人は参加できません）
・体調の変化（体のだるさ、咳、のどの痛み、頭痛、息苦しさ
など）がある人は、参加を中止しましょう。
・マスクを着用しましょう。（マスクを着けていない人は
参加できません）
・手指消毒にご協力をお願いします。

チャレンジ介護予防 !

日　程 時　間 場　所 内　容 持ち物 定員 申　込

11月10日(水)
11月17日(水)
11月24日(水)

11月22日(月)

11月16日(火)

11月24日(水)

※上記の日程からご希望日を
　一回利用していただけます。

午後2時～
　　　3時15分
（事前に検温・血圧測定
を済ませてください）

生き生きプラザ
斑鳩１階
機能回復訓練
コーナー

タオル、飲み物
※動きやすい服

装でお越しく
ださい。

タオル、飲み物
※動きやすい服

装でお越しく
ださい。

各25人
（先着順）

前日までに
電話でお申し
込みください。午前10時～

11時30分

午前10時～
11時30分

西公民館
集会室1・2 ・お口の機能低下

　(オーラルフレイル)
　の予防と改善
　について

・体操

各20人
（先着順）

午後1時30分～
　　　　　 3時

東公民館
集会室1・2

法隆寺五丁地区
地域交流館

・ストレッチ
　などの運動
・栄養ミニ講座

運
動
教
室

生
き
生
き
セ
ミ
ナ
ー

=健康マイレージポイント対象事業です

子
育
て
支
援
講
座

「
歯
み
が
き
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
」

子
育
て
支
援
課

（
☎
０
７
４
５

１
１
５
２
）

乳
歯
と
永
久
歯
の
違
い
は
？
む
し
歯
は

ど
う
し
て
で
き
る
の
？
仕
上
げ
磨
き
の
方

法
は
？
な
ど
お
子
さ
ん
の
歯
に
つ
い
て
学

び
ま
せ
ん
か
。

日
時
　
11
月
11
日（
木
）午
前
10
時
〜
11
時

30
分（
受
付
　
午
前
９
時
45
分
〜
）

場
所
　
中
央
公
民
館
２
階
　
創
作
室

対
象
　
０
歳
〜
３
歳
児
の
お
子
さ
ん
を
も

つ
保
護
者

講
師

　歯
科
衛
生
士

持
物
　
筆
記
用
具
、
健
康
マ
イ
レ
ー
ジ
ポ

イ
ン
ト
カ
ー
ド

定
員
　
10
組（
先
着
順
）

申
込
　
10
月
29
日（
金
）ま
で
に
、
子
育
て

支
援
課
へ
電
話
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ

い
。（
無
料
託
児
あ
り
）

※

託
児（
生
後
満
５
か
月
〜
）を
希
望
す
る

場
合
は
、
当
日
午
前
９
時
45
分
ま
で
に

お
越
し
く
だ
さ
い
。

令
和
４
年
度
公
民
館
自
主
グ
ル
ー
プ

登
録
事
前
説
明
会

　
　
中
央
公
民
館（
水
曜
休
館
）

（
☎
０
７
４
５

１
５
１
１
）

公
民
館
自
主
グ
ル
ー
プ
登
録
手
続
き
な

ど
に
関
す
る
事
前
説
明
会
を
行
い
ま
す
。

日
時
　
11
月
14
日（
日
）

午
前
10
時
〜
11
時（
予
定
）

場
所
　
中
央
公
民
館
２
階
　
創
作
室

対
象
　
令
和
４
年
度
に
新
規
に
自
主
グ
ル

ー
プ
を
立
ち
上
げ
、登
録（
中
央
・
東
・

西
公
民
館
の
い
ず
れ
か
）
を
希
望
す
る

グ
ル
ー
プ
の
代
表
者
（
今
年
度
登
録
済

み
の
自
主
グ
ル
ー
プ
の
代
表
者
で
、
令

和
４
年
度
の
登
録
に
向
け
て
再
度
説
明

を
聞
き
た
い
人
も
参
加
可
能
で
す
）

※

今
年
度
登
録
済
み
の
自
主
グ
ル
ー
プ
対

象
の
説
明
会
は
実
施
し
ま
せ
ん
。

※

登
録
に
必
要
な
用
紙
は
、
各
公
民
館
で

お
渡
し
し
ま
す
。

骨
密
度
測
定

　
　
保
健
セ
ン
タ
ー

（
☎
０
７
４
５

０
０
０
１
）

日
時
　
11
月
12
日（
金
）

　
午
前
９
時
〜
11
時
20
分

　
午
後
１
時
20
分
〜
3
時
30
分

場
所
　
保
健
セ
ン
タ
ー

対
象
　
町
在
住
の
20
歳
以
上
の
人

持
物
　
健
康
手
帳
、
健
康
マ
イ
レ
ー
ジ
ポ

イ
ン
ト
カ
ー
ド

定
員
　
１
２
０
人（
先
着
順
）

申
込
　
10
月
18
日（
月
）〜

※

申
し
込
み
時
に
予
約
時
間
を
お
伝
え
し

ま
す
。
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募

　
　集

お
知
ら
せ

ト
ピ
ッ
ク
ス

催

　
　し

申
込
　
11
月
５
日（
金
）ま
で
に
地
域
包
括

支
援
セ
ン
タ
ー
へ
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

※

認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座（
基
礎

編
）を
受
講
さ
れ
た
人
に
は
、
オ
レ
ン

ジ
リ
ン
グ
を
お
渡
し
し
ま
す
。

※

ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
編
①
〜
③
は
基
礎
編

を
受
講
さ
れ
た
人
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

な
る
べ
く
３
回
連
続
で
受
講
し
て
く
だ

さ
い
。

チ
ャ
レ
ン
ジ
介
護
予
防
！

認
知
症
予
防
教
室「
生
き
生
き
倶
楽
部
」

　
　
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
　（
☎
０
７
４
５

４
０
０
０
、

０
７
４
５

５
６
６
６
）

加
齢
に
伴
い
、
脳
の
働
き
は
衰
え
て
き

ま
す
。
楽
し
く
頭
と
身
体
の
体
操
を
し
て
、

脳
の
活
性
化
を
促
し
、
認
知
症
を
予
防
し

ま
し
ょ
う
。

日
時
　
11
月
５
日（
金
）〜
３
月
25
日（
金
）

　
毎
週
金
曜
日（
全
20
回
）

　
午
前
11
時
〜
正
午

場
所
　
生
き
生
き
プ
ラ
ザ
斑
鳩

対
象
　
町
在
住
の
65
歳
以
上
の
人

定
員
　
20
人（
申
込
順
）

費
用
　
教
材
費
　
２
，
４
０
０
円（
毎
月
）

申
込
　
10
月
22
日（
金
）ま
で
に
地
域
包
括

支
援
セ
ン
タ
ー
へ
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

（
☎
０
７
４
５

４
０
０
０
、

０
７
４
５

５
６
６
６
）

認
知
症
の
人
や
そ
の
家
族
が
安
心
し
て

暮
ら
す
た
め
に
は
、
近
所
や
地
域
の
協
力

が
大
切
で
す
。

認
知
症
へ
の
理
解
を
深
め
、
誰
も
が
認

知
症
に
な
っ
て
も
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
ま

ち
づ
く
り
に
つ
な
げ
ま
し
ょ
う
。

場
所
　
生
き
生
き
プ
ラ
ザ
斑
鳩

　
　
　
２
階
　
大
会
議
室

対
象
　
町
在
住
ま
た
は
在
勤
の
20
歳
以
上

の
人

定
員
　
各
20
人

広報いかるがお知らせ版 10 月号

11月10日(水)
午後2時～3時30分

11月17日(水)
午後2時～3時30分

11月24日(水)
午後2時～3時30分

12月1日(水)
午後10時～11時30分

認知症ってどんな病気？
（基礎編）

認知症の人への関わり方
（ステップアップ編①）

認知症の人への関わり方
（ステップアップ編②）

認知症カフェへの参加
（ステップアップ編③）

日　時

1

2

3

4

内　容

生き生きプラザ斑鳩内
喫茶レインボーウォーク

または2階会議室
（小吉田 1-12-35）

毎月第１水曜日
（または第１木曜日）
午前10時～11時30分

地域包括支援センター
（☎0745-75-4000
   ・0745-74-5666）

地域包括支援センター
（☎0745-75-4000
   ・0745-74-5666）

カノンの扉
（☎0745-74-6333）

ロハスの森
（☎0745-74-6842）

11月は会場
都合により中止

11月10日（水）

11月16日（火）
（第3火曜日）

11月19日（金）

毎月第２水曜日
午後1時30分～3時30分

毎月第３金曜日
午後1時30分～3時30分

毎月第４火曜日
（祝日の場合は第３火曜日）

午前10時～11時30分

グループホーム  カノンの扉
（阿波 3-11-6）

デイサービス  ロハスの森
（服部 1-4-35）

創業支援センター
ふらっぴん♪

（神南 5-14-16）

場　所 開催日時 日　程 申込・問合せ

認知症カフェ[和 ]

町内の認知症カフェ　一覧

地域包括支援センター（☎０７４５‐７５‐４０００･０７４５‐７４‐５６６６）
　認知症カフェとは、認知症の当事者だけでなく、その家族や

専門職、地域の人などが気軽に集い、情報交換や交流ができる

場です。お気軽にお越しください。

　　　対　象　町在住の人　　　費　用　飲食代は実費負担

※町内の認知症カフェは都合により中止となる場合がありますので、事前にお問い合わせください。

ロハスの学校
（☎0745-43-7762）毎週月曜日毎週月曜日

午後1時～3時
デイサービス  ロハスの学校

（龍田南 1-3-53）

cara v a n

認知症 suppo
rter
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都市創生課（☎内線 296）

「木製灯篭」は、協働のまちづくり活動提案事
業団体NPO法人斑鳩文化協議会和のあかりプ
ロジェクトチームが実施したワークショップや
絵手紙教室などで住民の皆さんが作製したもの
で、『和のあかり』当日にも一斉に並びます。

ト
ピ
ッ
ク
ス

催

　
　し

募

　
　集

お
知
ら
せ

■開催日時 ： １１月６日（土）、７日（日）　※点灯時間 ：午後５時～８時
■開催場所 ： 法隆寺参道、 法隆寺南大門前広場など
■開催趣旨 ：「聖徳太子1400年御遠忌」を契機として、「和のあかり」を灯し、

「聖徳太子」と「和」を感じるまちづくりをすすめます。

聖徳太子１４００年御遠忌事業

『和のあかり』

※当初10月7日（木）とし
ていましたが､会場都合
により､10月6日（水）に
変更します。

※写真はイメージです。

和

太子夢幻（動く灯）

十七角柱走馬灯 子どもランタン

リュールシロフォン玉虫ロード

木製灯籠

住民ボランティアの皆さん、大阪芸術大学の学生の皆さんのご協力により、
聖徳太子を偲ぶ「和のあかり」と「未来へのひかり」を点灯します。

～９月２２日(水)～
法隆寺中門前で、斑鳩の里が発祥と言わ

れる金剛流の能楽公演『仲秋観能会 in 法隆
寺～月夜の法隆寺で魅せる舞金剛～』を開
催しました。

また、同日に、法隆寺南大門前や法隆寺参
道で、「聖徳太子 1400 年御遠忌」を通して、
聖徳太子への思いを馳せるため、多くの住民
ボランティアの皆さんに設置していただいた
色とりどりの「木製灯籠」で、夜の法隆寺に、
幻想的な空間が演出されました。

木製灯篭（当日の展示の様子）
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お
知
ら
せ

募

　
　集

お
知
ら
せ

ト
ピ
ッ
ク
ス

催

　
　し

斑
鳩
町
事
業
者
支
援
金
の
創
設

都
市
創
生
課（
☎
内
線
２
９
５
）

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
よ
る

影
響
が
拡
大
、
長
期
化
し
て
い
る
こ
と
に

伴
い
、
町
内
に
お
け
る
経
済
活
動
の
維
持

お
よ
び
事
業
継
続
の
支
援
の
た
め
、
事
業

活
動
に
影
響
を
受
け
て
い
る
町
内
の
中
小

企
業
者
等
を
対
象
に
、
斑
鳩
町
独
自
で
支

援
金
を
交
付
し
ま
す
。

支
援
金
の
額

１
事
業
者
当
た
り
３
万
円

（
１
事
業
者
に
つ
き
１
回
限
り
）

支
援
対
象
　
次
の
①
〜
⑤
の
条
件
す
べ
て

に
該
当
す
る
事
業
者

①
町
内
に
事
業
所
を
有
す
る
中
小
・
小

規
模
企
業
者
ま
た
は
個
人
事
業
主
で

あ
る
こ
と

②
令
和
２
年
12
月
31
日
以
前
か
ら
引
き

続
い
て
事
業
を
営
み
、
今
後
も
事
業

を
営
む
見
込
み
が
あ
る
こ
と

③
令
和
３
年
１
月
〜
12
月
の
い
ず
れ
か
の

月
の
売
上
高
が
令
和
元（
平
成
31
）年

ま
た
は
令
和
２
年
の
同
月
売
上
高
と
比

べ
、
30
％
以
上
減
少
し
て
い
る
こ
と

④
町
税
を
滞
納
し
て
い
な
い
こ
と

⑤
暴
力
団
ま
た
は
暴
力
団
員
で
な
い
こ

と
、
も
し
く
は
暴
力
団
・
暴
力
団
員

と
社
会
的
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
関
係

を
有
し
て
い
る
者
等
で
な
い
こ
と

交
通
死
亡
事
故
多
発
警
報
発
令

　
　
斑
鳩
町
交
通
対
策
協
議
会

安
全
安
心
課（
☎
内
線
２
７
３
）

奈
良
県
内
で
、
９
月
11
日
〜
18
日
の
８

日
間
に
５
件
の
交
通
事
故
が
発
生
し
、
５

人
の
尊
い
命
が
失
わ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
状
況
を
受
け
、
奈
良
県
交
通
対
策

協
議
会
か
ら「
交
通
死
亡
事
故
多
発
警
報
」

が
発
令
さ
れ
ま
し
た
。

多
発
し
て
い
る
交
通
事
故
に
歯
止
め
を

か
け
る
た
め
、
引
き
続
き
、
県
民
一
丸
と

な
っ
て
、
交
通
事
故
抑
止
活
動
に
取
り
組

み
ま
し
ょ
う
。

広報いかるがお知らせ版 10 月号

●スポーツ
中央体育館　（☎0745-75-3100）

※申し込み、詳細、開催状況については、事前に中央
　体育館へお問い合わせください。（水曜休館）

バドミントン大会

11月14日(日)午前９時～

10月18日(月)～11月４日(木)

中央体育館

大会名

日時

場所

申込期間

大会のお知らせ 申
請
期
間

　10
月
25
日（
月
）〜

令
和
４
年
２
月
28
日（
月
）

申
請
提
出
書
類

①
斑
鳩
町
事
業
者
支
援
交
付
申
請
書
兼

請
求
書（
様
式
第
１
号
）及
び
誓
約
書

（
様
式
第
２
号
）

②
申
請
す
る
令
和
３
年
の
任
意
の
月
の

売
上
額
を
示
す
帳
簿
の
写
し

③
令
和
元（
平
成
31
）年
ま
た
は
令
和
２

年
の
確
定
申
告
書
等
の
写
し

④
町
税
に
か
か
る
納
税
証
明
書

そ
の
他
　
詳
し
く
は
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
確
認
い
た
だ
く
か
、
都
市
創
生
課

へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

ド
ラ
イ
バ
ー
の
み
な
さ
ん
へ

・
横
断
歩
道
を
渡
ろ
う
と
し
て
い
る
人
が

い
る
と
き
は
、
必
ず
横
断
歩
道
の
手
前

で
停
止
し
、
歩
行
者
が
安
全
に
横
断
で

き
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

・
運
転
す
る
と
き
は
速
度
を
出
し
す
ぎ
ず
、

ゆ
と
り
の
あ
る
運
転
を
し
ま
し
ょ
う
。

・
飲
酒
運
転
は
絶
対
に
し
な
い
よ
う
に
し

ま
し
ょ
う
。

歩
行
者
の
み
な
さ
ん
へ

・
早
朝
や
夜
間
に
出
か
け
る
と
き
は
、
明

る
く
目
立
つ
色
の
服
装
の
着
用
や
反
射

材
を
活
用
し
ま
し
ょ
う
。

・
道
路
を
横
断
す
る
と
き
は
、
急
が
ず
慌

て
ず
、
し
っ
か
り
と
安
全
確
認
を
し
ま

し
ょ
う
。

スポーツ振興くじ（ｔｏｔｏ）
助成事業
生涯学習課（☎内線 223）

町では、独立行政法人日本スポーツ振興
センターのスポーツ振興くじ助成金を活用
し、スポーツ振興事業を計画しています。
事業年度　令和３年度
助成区分　地方公共団体スポーツ活動助成
（大型スポーツ用品の設置）

事業名　すこやか斑鳩・スポーツセンター中
央体育館移動式バスケットゴール設置事業

事業完了予定日
　令和４年１月 31日
助成金額　６百万円（交付決定額）
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お
知
ら
せ

自
賠
責
保
険
・
共
済
な
し
で
の
運
行
は
法

令
違
反
で
す
！

　
自
賠
責
保
険
・
共
済
は
、
万
が
一
の
自

動
車
事
故
の
際
の
基
本
的
な
対
人
賠
償
を

目
的
と
し
て
、
自
動
車
損
害
賠
償
保
障
法

に
基
づ
き
、
原
動
機
付
自
転
車
を
含
む
す

べ
て
の
自
動
車
に
加
入
が
義
務
づ
け
ら
れ

て
お
り
、
自
賠
責
保
険
・
共
済
な
し
で
運

行
す
る
こ
と
は
法
令
違
反
で
す
の
で
ご
注

意
く
だ
さ
い
！

国
民
健
康
保
険
に
加
入
の
み
な
さ
ん
へ

交
通
事
故
な
ど
に
あ
っ
た
場
合
は

必
ず
届
出
を
！

　
　
国
保
医
療
課（
☎
内
線
１
１
４
）

交
通
事
故
な
ど
、
第
三
者（
加
害
者
）

の
行
為
に
よ
る
け
が
の
治
療
に
国
民
健

康
保
険
証
を
使
う
場
合
は
、保
険
者（
斑

鳩
町
）へ
の
届
出
が
義
務
づ
け
ら
れ
て

い
ま
す
。

　交
通
事
故
な
ど
に
よ
り
病
院
を
受
診
し

た
際
の
医
療
費
は
、
本
来
加
害
者
が
負
担

す
べ
き
で
す
が
、
国
保
を
使
っ
て
医
療
機

関
を
受
診
し
た
場
合
、
保
険
者
負
担
分
を

国
保
が
一
旦
立
て
替
え
し
、
後
日
加
害
者

に
請
求
し
ま
す
。

加
害
者
側
へ
の
請
求
を
行
う
た
め
に
は
、

被
害
者
側
か
ら
の
届
出
が
必
要
と
な
り
ま

す
の
で
、
国
保
を
使
う
と
き
は
速
や
か
に

国
保
医
療
課
へ
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

※

届
出
に
は
、
事
故
証
明
書
な
ど
の
書
類

が
必
要
で
す
。
詳
し
く
は
、
国
保
医
療

課
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※

加
害
者
と
示
談
を
し
て
い
る
場
合
、
国

保
が
使
用
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※

業
務
中
や
通
勤
途
中
の
事
故
の
場
合
な

ど
は
、
労
災
保
険
の
対
象
と
な
り
国
保

の
使
用
は
で
き
ま
せ
ん
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

交
付
・
申
請
の
休
日
受
付

住
民
課（
☎
内
線
１
６
１
）

平
日
に
役
場
に
お
越
し
い
た
だ
け
な
い

人
は
、
次
の
と
お
り
休
日
受
付
を
行
い
ま

す
の
で
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

日
時

　11
月
７
日（
日
）

　
　
　
12
月
11
日（
土
）

　
　
　
午
前
８
時
30
分
〜
正
午

場
所

　役
場
１
階
　
住
民
課
窓
口

※

出
入
り
口
は
東
側
玄
関
の
み
と
な
り
ま

す
。

※

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
交
付
・
申
請

に
は
、
本
人
確
認
書
類
を
ご
持
参
の
う

え
、
必
ず
ご
本
人
が
お
越
し
く
だ
さ
い
。

※

申
請
方
法
、
持
ち
物
な
ど
は
、
住
民
課

へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。（
交
付
・

申
請
方
法
に
よ
っ
て
持
ち
物
が
異
な
り

ま
す
）

証
明
書
等
コ
ン
ビ
ニ
交
付
サ
ー
ビ
ス
の

一
時
停
止

住
民
課（
☎
内
線
１
６
１
）

コ
ン
ビ
ニ
交
付
サ
ー
ビ
ス
に
お
け
る
メ

ン
テ
ナ
ン
ス
作
業
に
伴
い
、マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
を
利
用
し
た
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス

ト
ア
で
の
戸
籍
関
係
証
明
書（
戸
籍
全
部
・

個
人
事
項
証
明
書
、戸
籍
の
附
票
の
写
し
）

お
よ
び
本
籍
地
交
付
利
用
登
録
申
請
・
の

サ
ー
ビ
ス
を
停
止
し
ま
す
。

ご
迷
惑
を
お
か
け
し
ま
す
が
、ご
理
解

と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

※

戸
籍
関
係
証
明
書
以
外
の
住
民
票
の
写

し
、住
民
票
記
載
事
項
証
明
書
、印
か
ん

　
登
録
証
明
書
、所
得（
課
税
）証
明
書
に

つ
い
て
は
交
付
で
き
ま
す
。

停
止
期
間
　
10
月
26
日（
火
）

　
　
　
　
　
午
後
５
時
30
分
〜
11
時

水
道
メ
ー
タ
ー
取
り
替
え
ン
タ
ー
の
土

は

　上
下
水
道
課（
上
水
道
）接
、回
収
業

者
へ（
☎
０
７
４
５

1
4
0
1
）

水
道
メ
ー
タ
ー
は
、
計
量
法
に
よ
り
有

効
期
間
が
８
年
と
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

上
下
水
道
課
で
は
、
有
効
期
間
が
満
了

を
迎
え
る
水
道
メ
ー
タ
ー
を
交
換
し
て
い

ま
す
。
来
月
は
次
の
と
お
り
作
業
を
行
い

ま
す
の
で
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

取
替
期
間
　
11
月
12
日（
金
）〜
25
日（
木
）

取
替
地
区

　神
南
２
〜
５
丁
目
、
稲
葉
西

２
丁
目

※

対
象
と
な
る
ご
家
庭
に
は
事
前
に「
メ
ー

　
タ
ー
取
り
替
え
の
お
知
ら
せ
」
を
送
付

　
し
ま
す
。

委
託
業
者
　
関
西
水
道
用
品（
株
）

忘
れ
て
い
ま
せ
ん
か
？

「
自
賠
責
保
険
・
自
賠
責
共
済
」

奈
良
運
輸
支
局
企
画
輸
送
・
監
査
部
門

　
　
　
　
　（
☎
０
７
４
３

２
１
５
１
）

　
交
通
事
故
に
よ
る
死
傷
者
数
は
年
々
減

少
傾
向
に
あ
る
も
の
の
、
令
和
２
年
の
事

故
発
生
件
数
は
約
31
万
件
、
死
傷
者
数
は

約
37
万
人
と
、
国
民
の
誰
も
が
交
通
事
故

の
被
害
者
に
も
加
害
者
に
も
な
り
得
る
極

め
て
深
刻
な
状
況
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
交
通
事
故
は
車
社
会
の
負
の
部
分
で
あ

り
、
被
害
者
に
と
っ
て
も
加
害
者
に
と
っ

て
も
悲
惨
な
結
果
を
も
た
ら
す
も
の
で
す
。

　
自
賠
責
保
険
・
共
済
は
、
す
べ
て
の
ク

ル
マ
・
バ
イ
ク
１
台
ご
と
に
加
入
が
義
務

づ
け
ら
れ
て
お
り
、
加
害
者
の
賠
償
責
任

を
担
保
す
る
こ
と
で
、
被
害
者
の
基
本
的

な
賠
償
を
保
障
す
る
制
度
で
あ
り
、
被
害

者
の
救
済
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

　
一
人
ひ
と
り
が
、
よ
り
一
層
自
賠
責
制

度
の
役
割
や
重
要
性
、
保
険
金
・
共
済
金

の
支
払
い
の
仕
組
み
な
ど
を
十
分
に
理
解

・
認
識
す
る
こ
と
が
と
て
も
大
切
で
す
。



7

募

　
　集

お
知
ら
せ

ト
ピ
ッ
ク
ス

催

　
　し

広報いかるがお知らせ版 10 月号

運転免許を自主返納すると
　　　さまざまな特典が受けられます！

運転に不安のある人…
周囲の人から運転が心配と言われる人…

安全安心課（☎内線273）

ＩＣＯＣＡカード（5,000円分）を交付します。
※１人１回限りです。

▲運転経歴証明書のイメージ

▲支援制度に参加している事業所等には
　「高齢者交通安全支援事業所の証」が掲示されています。

◆特典の内容◆
運転経歴証明書とは

次のすべてに該当している人
・運転免許自主返納時および交付申請時に、町内
に在住している満65歳以上の人
・平成28年４月１日以後に運転経歴証明書の交
付を受けた人

運転免許証の有効期限内に自主返納した人に交付
する証明書です。（発行手数料1，100円）
ただし、自主返納から５年以上経過した人や、免許
を失効された人などは交付を受けることができませ
んので、ご注意ください。
　運転免許の返納や運転経歴証明書の交付申請は、
運転免許センターや住所地を管轄する警察署で受け
付けていますので、詳しくは、お問い合わせください。

◆対　象◆

次のものを持参のうえ、安全安心課窓口へお越し
ください。（土曜・日曜日、祝休日、年末年始を
除く午前８時30分～午後５時30分）
・印かん
・運転経歴証明書

◆申請方法◆

斑鳩町役場以外でも、支援制度に賛同した県内の
事業所が、運転免許を自主的に返納して運転経歴
証明書の交付を受けた高齢者を対象に、商品の割
引などの特典やサービスを提供することによっ
て、生活支援を行っています。
【特典の例】
・「料金割引適用者ステッカー」を貼っているタ
クシーの乗車運賃が１割引
・奈良交通路線バスを半額の運賃で利用できる「ゴ
ールドパス（６か月券）」を２回配布

このほかにも、さまざまな特典があり
ますので、詳しくは奈良県警察本部
ホームページをご確認ください。
（http://www.police.pref
.nara.jp/0000000960.html）

◆その他の特典◆
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10
月
は
里
親
月
間
で
す

子
ど
も
達
の
明
る
い

未
来
に
向
か
っ
て
、

里
親
始
め
ま
せ
ん
か
。

ト
ピ
ッ
ク
ス

催

　
　し

募

　
　集

お
知
ら
せ

奈
良
県
風
し
ん
抗
体
検
査

　
　
奈
良
県
疾
病
対
策
課

（
☎
０
７
４
２
㉗
８
６
１
２
）

対
象
　

女
性
　
初
め
て
の
妊
娠
を
希
望
し
、妊
娠
中

や
経
産
婦
で
な
い
人（
妊
婦
健
康
診
査
に

は
風
し
ん
抗
体
検
査
が
含
ま
れ
る
）

男
性
　
妊
娠
を
希
望
す
る
女
性
の
配
偶
者

（
婚
姻
の
届
出
を
せ
ず
、事
実
上
婚
姻
関

係
と
同
様
の
者
を
含
む
）

対
象
外

　
・
過
去
に
風
し
ん
抗
体
検
査
を
受
け
た

　
こ
と
が
あ
る
人

　
・
風
疹
の
予
防
接
種
歴
が
１
回
で
も
あ

　
る
人

　
・
検
査
で
確
定
診
断
さ
れ
た
風
し
ん
の

　
既
往
歴
が
あ
る
人

　
・
平
成
２
年
４
月
２
日
生
ま
れ
以
降
の
人

　
・
昭
和
37
年
４
月
２
日
〜
昭
和
54
年
４

　
月
１
日
生
ま
れ
の
男
性

費
用

　無
料

検
査
の
申
込
方
法

①「
奈
良
県
風
し
ん
抗
体
検
査
申
込
書
」を

奈
良
県
疾
病
対
策
課
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
。

②
申
込
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、住
所

お
よ
び
年
齢
を
証
明
す
る
書
類
等（
運

転
免
許
証
・
住
民
票（
発
行
後
３
か
月

以
内
）・
個
人
番
号
カ
ー
ド（
写
真
付
き
、

表
面
）の
コ
ピ
ー
い
ず
れ
か
１
つ
）と
と

高
齢
者
肺
炎
球
菌
ワ
ク
チ
ン
の

予
防
接
種
は
お
済
み
で
す
か

保
健
セ
ン
タ
ー

（
☎
０
７
４
５

０
０
０
１
）

定
期
接
種

接
種
期
限
は
、
令
和
４
年
３
月
31
日
ま

で
で
す
。
接
種
が
ま
だ
の
人
は
早
め
に
受

け
ま
し
ょ
う
。

対
象

 

・
昭
和
31
年
４
月
２
日
〜

昭
和
32
年
４
月
１
日
生

 

・
昭
和
26
年
４
月
２
日
〜

昭
和
27
年
４
月
１
日
生

 

・
昭
和
21
年
４
月
２
日
〜

昭
和
22
年
４
月
１
日
生

 

・
昭
和
16
年
４
月
２
日
〜

昭
和
17
年
４
月
１
日
生

 

・
昭
和
11
年
４
月
２
日
〜

昭
和
12
年
４
月
１
日
生

 

・
昭
和
６
年
４
月
２
日
〜

昭
和
７
年
４
月
１
日
生

 

・
大
正
15
年
４
月
２
日
〜

昭
和
2
年
４
月
１
日
生

 

・
大
正
10
年
４
月
２
日
〜

大
正
11
年
４
月
１
日
生 

※

す
で
に
肺
炎
球
菌
ワ
ク
チ
ン
を
接
種
し

て
い
る
人
は
定
期
予
防
接
種
の
対
象
に

な
り
ま
せ
ん
。

助
成
回
数
　
１
回

費
用

　自
己
負
担
額
４
，
０
０
０
円

（
広
域
７
町
以
外
で
接
種
す
る
場
合
は
、自

己
負
担
額
が
異
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
）

※

生
活
保
護
を
受
け
て
い
る
世
帯
に
つ
い

て
は
無
料

接
種
方
法

 

・
町
内
・・・
直
接
医
療
機
関
へ
お
申
し

込
み
く
だ
さ
い
。
　

 

・
町
外
・・・
接
種
前
に
保
健
セ
ン
タ
ー

で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

持
物

　健
康
保
険
証
、
健
康
手
帳
、
案
内

通
知

任
意
接
種

対
象

　65
歳
以
上
で
、
定
期
接
種
の
対
象

と
な
ら
な
い
人

助
成
回
数

　２
回
目
以
降
も
可 （
再
接
種

に
あ
た
っ
て
は
、
主
治
医
と
相
談
し
て

く
だ
さ
い
）

助
成
額

　接
種
費
用
の
２
分
の
１

　
　
　
　（
上
限
４
，
０
０
０
円
）

※

生
活
保
護
を
受
け
て
い
る
世
帯
に
つ
い

て
は
全
額
助
成

助
成
方
法

　償
還
払
い（
接
種
後
３
か
月
以

内
に
助
成
金
の
交
付
申
請
お
よ
び
請
求

を
保
健
セ
ン
タ
ー
で
行
っ
て
く
だ
さ
い
）

手
続
き
に
必
要
な
も
の

 

・
ワ
ク
チ
ン
接
種
を
証
明
す
る
領
収
書

 

・
予
診
票
　
　

 

・
印
か
ん

 

・
振
込
先
が
わ
か
る
も
の

も
に
左
記
へ
郵
送
。

③
郵
便
で
申
し
込
む
場
合
、返
信
用
封
筒

（
94
円
切
手
貼
付
）を
同
封
す
る
。

〈
送
り
先
〉　
〒
６
３
０-

８
５
０
１

　
　
　
　
　
奈
良
市
登
大
路
町
３
０

　
　
　
　
　
奈
良
県
疾
病
対
策
課

※

来
所
に
よ
る
申
し
込
み
の
場
合
は
、郡

山
保
健
所
で
受
付
を
し
て
い
ま
す
。

④
書
類
確
認
後
、検
査
希
望
者
に「
受
診

票
」・「
奈
良
県
風
し
ん
抗
体
検
査
の
流

れ
及
び
注
意
点
に
つ
い
て
」が
郵
送
さ

れ
ま
す
。

⑤
受
診
票
を
交
付
さ
れ
た
検
査
希
望
者
は
、

契
約
医
療
機
関
に
電
話
等
で
申
し
込
み

を
行
い
、抗
体
検
査
を
受
け
、医
療
機
関

か
ら
結
果
通
知
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

※

検
査
の
申
し
込
み
期
限
は
令
和
４
年
１

月
31
日
ま
で

契
約
医
療
機
関

※

奈
良
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（http://w

w
-

w
.pref.nara.jp/36138.htm

）の

医
療
機
関
一
覧
に
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
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※ 「てんいち」とは、てん（英語の10）と、いち（１）を合わせて11（毎月11日
は人権を確かめあう日）という意味です。
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大
規
模
な
土
地
取
引
の
届
出

　
奈
良
県
地
域
デ
ザ
イ
ン
推
進
局

　
県
土
利
用
政
策
室

（
☎
０
７
４
２
㉗
８
４
８
４
）

国
土
利
用
計
画
法
は
、
適
正
か
つ
合
理

的
な
土
地
利
用
の
確
保
を
は
か
る
た
め
土

地
取
引
の
届
出
制
度
を
設
け
て
い
ま
す
。

土
地
取
引
に
関
す
る
契
約（
予
約
含
む
）

を
し
た
と
き
は
、
権
利
取
得
者（
買
主
等
）

は
、
契
約
締
結
日
か
ら
２
週
間
以
内
に
土

地
売
買
な
ど
の
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。

届
出
が
必
要
な
土
地
面
積

市
街
化
区
域
　
　
２
，
０
０
０
㎡
以
上

市
街
化
調
整
区
域
５
，
０
０
０
㎡
以
上

都
市
計
画
区
域
外
１
０
，０
０
０
㎡
以
上

届
出
先
　
届
出
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、

添
付
書
類（
契
約
書
の
写
し
、
地
図
な

ど
）と
と
も
に
、
土
地
の
所
在
す
る
市

町
村
に
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

審
査
内
容
　
土
地
の
利
用
目
的
が
土
地
利

用
基
本
計
画
な
ど
の
土
地
利
用
に
関
す

る
計
画
に
適
合
し
な
い
場
合
に
は
、
利

用
目
的
の
変
更
を
勧
告
し
、
是
正
を
求

め
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

罰
則
　
届
出
を
し
な
か
っ
た
り
、
虚
偽
の

届
出
を
し
た
り
す
る
と
６
か
月
以
下
の

懲
役
、
ま
た
は
、
１
０
０
万
円
以
下
の

罰
金
に
処
せ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

「高齢で耕作できなくなった農地を誰かに管理してほしい」
「農地を相続したけど農業はしないので、誰かに貸したい」
   または、
「農業経営を拡大したいので農地を借りたい」
「新規に本格的に農業を始めるので農地を借りたい」
と、お考えの人は、なら担い手･農地サポートセンターへご相
談ください。なら担い手・農地サポートセンターは、農地の出
し手（貸したい人）から農地を借り受け、受け手（借りたい人）
へマッチングします。

出し手（貸したい人）：随時受付
受け手（借りたい人）：随時受付し、年６回公表します。
対象農地：農業振興地域内の農地
※センターが農地を借り受ける条件は、農地として

利用が困難でないこと、十分な受け手が見込める
ことです。

※受け手の氏名・希望地区等をインターネットで公
表します。公表は、4月、6月、8月、10月、12月、2月
の6回行います。

農地を借りたい人、貸したい人を募集 !!農地を借りたい人、貸したい人を募集 !!

【問合せ】

なら担い手・農地サポートセンターは、
法律に基づき県知事の指定を受けた
公的機関です。 安心してご利用ください。

公益財団法人
なら担い手・農地サポートセンター
　　　　　　　　　（農地中間管理機構）
〒634-0065 橿原市畝傍町 53 番地
☎0744-21-5020
HP：http://www.nara-ninanou.sakura.ne.jp/

募集期間

①農地の借受希望申込み、
　農地の貸付希望申込み ② 交渉・マッチング ③ 農地の貸借

農地の受け手 農地の受け手農地の出し手

出し手から農地を
借り受け

受け手に農地を
貸し付け

貸借契約貸借契約
なら担い手・農地
サポートセンター

●農地中間管理事業で農地を貸借するまでの流れ●
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処
理
に
お
困
り
の「
レ
ン
ガ
、ブ
ロ
ッ
ク
、

瓦
」を
有
料(

町
指
定
袋)

で
回
収
し
ま
す

環
境
対
策
課
（
☎
内
線
１
３
2
）

町
で
収
集
や
処
理
が
で
き
な
い「
レ
ン
ガ
、

ブ
ロ
ッ
ク
、
瓦
」
を
次
の
と
お
り
回
収
し

ま
す
。

回
収
日
時
　
11
月
3
日（
祝
・
水
）

午
前
９
時
〜
11
時
30
分（
雨
天
決
行
）

回
収
場
所
　
最
終
処
分
場・ご
み
積
替
え
施
設

　
　
　（
斑
鳩
町
大
字
法
隆
寺
４
３
３
１
）

回
収
品
目

　レ
ン
ガ
、
ブ
ロ
ッ
ク
、
瓦

※

右
記
以
外
の
も
の
は
回
収
で
き
ま
せ
ん
。

回
収
方
法

町
指
定
不
燃
ご
み
袋
（
大
）
に
、
持
ち

上
げ
て
破
れ
な
い
程
度
に
入
れ
て
、
回
収

場
所
へ
直
接
お
持
ち
込
み
く
だ
さ
い
。

お
詫
び
と
訂
正

令
和
３
年
10
月
号
広
報
掲
載
記
事
に

誤
り
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、お
詫
び
し
て
、

訂
正
い
た
し
ま
す
。

【
訂
正
箇
所
】14
ペ
ー
ジ
本
文
２
段
目

「
飛
鳥
に
お
け
る
聖
徳
太
子
の
足
跡
」

記
事
１
行
目

（
誤
）祟
峻
天
皇

（
正
）崇
峻
天
皇

記
事
３
行
目

（
誤
）祟
峻
天
皇
５（
５
８
２
）年

（
正
）崇
峻
天
皇
５（
５
９
２
）年

　町で収集や処理ができないタイヤやバッテリーなどは、
　回収業者で通年回収しています。
※回収品目・回収業者・処理費用などの詳細は、下記処理困難物回収業者
一覧表をご確認のうえ、直接、回収業者へお問い合わせください。

バッテリー・タイヤ・消火器・プランターの土は直接、回収業者へ

処理困難物回収業者一覧表

※処理費用は、依頼者の個人負担となります。

回収品目 事業者名 処理費用 回収時間 所在地 電話番号

バッテリー

浦野商会 バッテリー
1個　100円

月～土曜日、
祝日
午前10時～
午後8時

龍田北5丁目
1614番 0745-27-8144

株式会社
安本景一商店

バッテリー
1個　100円

月～土曜日
午前7時30分～
午後7時30分
祝日
午前8時～
午後6時

龍田西2丁目
1番30号 0745-75-2721

斑鳩タイヤ
商会

バッテリー
1個　100円~

月～土曜日
午前9時～
午後6時

幸前1丁目
3番41号 0745-75-5674

タイヤ

斑鳩タイヤ
商会

タイヤ
1本　330円～660円
タイヤ（ホイル付き）
1本　550円～1,320円

月～土曜日
午前9時～
午後6時

幸前1丁目
3番41号 0745-75-5674

大和タイヤ
サービス

タイヤ
1本　300円～900円
タイヤ（ホイル付き）
1本　800円～1,600円

月～土曜日
午前10時～
午後5時

龍田1丁目
1番9号 0745-75-3037

消火器 株式会社
黒松商会

小型消火器
（薬剤6kg以内）1,500円
大型消火器
（薬剤20kg以内）8,500円

月～金曜日
午前9時～
正午

龍田西2丁目
1番34号 0745-75-2810

プランターの土 コヤマ建材 プランターの土
（20ℓ）200円～

月～土曜日、
祝日
午前7時～
午後6時

龍田4丁目
1番1号 0745-61-0303

令和3年3月31日現在



・事業系ごみ全体のうち資源化可能な量の割合は99.47％（①）。事
業系ごみのほとんどが資源化できます。

・全体の７割を超える厨芥類（生ごみ）の分別により、年間推定634ｔ
の可燃ごみが削減可能です。（②）

・資源化できる紙類は、事業系ごみ全体（①）のうち、8.69％混入。
（年間推計量約79ｔ）資源として活用が可能であり、焼却量を確実
に減らすことができます。

・不燃性ごみ（プラスチック類など）が多量に含まれています。（①）
今後も展開検査を強化・継続していきますので、事業所のみなさん
は、より積極的にごみ減量化・資源化への取り組みをお願いします。

町内の事業所から委託を受けて行う、事業系
一般廃棄物の収集運搬などの許可を、右記業者
に行っています。

事業活動に伴って生じた事業系一般廃棄物を
委託して排出する場合は、許可業者と契約する
必要があります。

最終処分場・ごみ積替え施設に直接持ち込む
場合は、許可業者と契約する必要はありません。

一般廃棄物処理業許可業者（五十音順）
共和清掃　　 収集・運搬（☎0745-62-2286）
近藤衛生　　 収集・運搬（☎0745-56-4831）
有限会社清水環境開発
　　　　　　 収集・運搬（☎0745-75-6224）
中尾総業　　 収集・運搬（☎080-3797-7157）
奈良環境　　 収集・運搬（☎090-6913-8600）
南和開発株式会社
　　　　　　 収集・運搬（☎0745-75-2000）

前回（令和２年度）の分析
では、可燃ごみ中の可燃性の
割合が75.65％でしたが、今
回は89.75％と改善していま
した。しかし、依然として、不
燃性（プラスチック類など）
の混入が全体の10.25％み
られる結果となっています。

可燃性ごみのうち、紙類のみの組成を見ると、ちり紙・ティッ
シュ類、雑紙類、生理用品・紙おむつ類の割合が多くなっています。

紙類のうち最も多いのは、生理用品・紙おむつ類であり、ちり
紙・ティッシュ類、雑紙類等、リサイクルできる紙類が大多数を占め
ている現状です。

令和２年度は、平成26年度と比較すると、約13.17ｔ（約1.4％）
排出量が減少しています。コロナ禍の状況で、搬出量が減ったも
のと思われます。

可燃性ごみのうち最も多
いのは、厨芥類（生ごみ）で、
前回の47.98％から77.82％
へと増加していましたが、紙
類については、42.35％から
17.04％に減少していました。

また、繊維類については、
6.76％から0.41％と減少して
います。

一般廃棄物処理業許可業者のお知らせ

事業系ごみの減量化・
再資源化への取り組みに
ご協力ください
環境対策課（☎内線134）

事業系一般廃棄物排出量（可燃ごみ）の推移

事業系一般廃棄物（可燃ごみ）分析結果（6月に組成調査を行いました）

排出できる品目　可燃物（食品・調理残さ、木くず、リ
サイクルできない紙類）
※産業廃棄物（ペットボトル、ビニール製弁当容器、ビニ

ール袋、缶・ビン類など）は搬入することはできません。

　町は定期的に搬入展開検査を実施しています。
　違反行為を現認した場合、事業所も搬入停止処分など
となりますので、ご注意ください。
※詳しくは、環境対策課へお問い合わせください。

事業活動に伴って生じた事業系一般廃棄物を排出
（自己・委託搬入）する場合は、搬入登録申請が必要です。

搬入登録後、「事業用町指定ごみ袋（オレンジ色）」に
入れて、事業所名を記入して排出してください。

事業所の
みなさんへ

可燃性ごみ
89.75%

0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400

R1

R2

H30

H29

H28

H27

H26

（単位：t）

事業系一般廃棄物
（可燃ごみ）の組成（①）

紙類の組成

分析結果のまとめと今後の対策

可燃性ごみの組成（②）

搬入展開検査を強化しています !!

不燃性ごみ
10.25%

（内、資源化可能10.09%）

（内、資源化可能89.38%）

木・竹・わら類
2.99%

紙類
17.04%

厨芥類
77.82%

繊維類
0.41%

町指定ごみ袋
1.74%

ちり紙・
ティッシュ類

12%

雑紙類
19%

生理用品・
紙おむつ類

32%

伝票・書類
1％

その他紙類
11%

紙パック類2%
書籍・雑誌類1%

新聞紙7%

OA・FAX用紙
4%

折り込み広告
5% ダンボール類

13%
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○所 開催場所 ○時 開催時間 ○問 問合せ
※掲載している行事は、申し込み不要のものです。行事等は変更される場合がありますのでご了承ください。

この「広報いかるがお知らせ版」は毎月15日を挟む前後3日間で、町内全家庭に直接
お届けしています。ご近所で配布されていない家庭がありましたらご連絡ください。
編集・発行：総務課（☎内線271）

町の防災・防犯などの情報をメールで配信する「斑鳩町防
災情報メール」について、11月１日から、新しいメールシス
テムを利用して情報をお届けします。多くの人の登録をお
願いします。

防災情報メールは
「ikaruga-town-bousai@town.ikaruga.nara.jp」

のアドレスで送信します。事前に、上記のアドレスから
のメールを受信できるように設定してください。

詳しい設定方法は各携帯ショッ
プにお問い合わせください。

ご登録のメールアドレスに新サービスへの登録案内メールを
送信させていただきます。案内文に従って手続きをお願いします。
※10月末時点でも案内メールが届かない場合は、安全安心課へ

お問い合わせください。

＜10月の納期限＞
町県民税（第３期分）

問税務課（☎内線154）
国民健康保険税（第４期分）
後期高齢者医療保険料
　　　　　　　（第４期分）

問国保医療課（☎内線114）
介護保険料（第４期分）

問福祉課（☎内線126）

＜10月の納期限＞
国民健康保険税 （第３期分）
後期高齢者医療保険料
 （第３期分）
　問国保医療課（☎内線１１４）
介護保険料（第３期分）
　問福祉課（☎内線１２６）

人権セミナー
「引きこもり支援を考える」

○所  中央公民館　大ホール
○時 13:30～15:00　
問 中央公民館
（☎0745-74-1511）

行  事  予  定

10月19日（火）
11月２日（火）

11月6日（土）

11月7日（日）

行政相談
役場１階第３会議室
13：00～16：00
住民課（☎内線163）

○所
○時
○問

和のあかり
法隆寺参道、南大門前広場等
17：00～20：00
都市創生課（☎内線296）

○所
○時
○問

マイナンバーカードの
交付・申請休日受付

役場１階　住民課窓口
8:30～12:00　
住民課（☎内線161）

○所
○時
○問

11月1日（月）

11月7日（日）

「斑鳩町防災情報メール」
配信サービスの変更について

安全安心課（☎内線 272）

すでに登録をしている人

斑鳩町ホームページからも登録できます。

登録がまだの人はこの機会に
登録をお願いします。

新規登録方法

①ＱＲコードを読み取り、空メールを送
信してください。

QRコードが読み取れない場合
は、bousai.ikaruga-town@
raiden3.ktaiwork.jp宛に
空メールを送信してください。

②数分以内に、登録用ＵＲＬが記載され
たメールが届きます。

③URLをクリックし、
希望する配信項目
を選択して「次へ」
を押します。

④登録完了です。

××××＠□□□□.jp

広報いかるがお知らせ版 10 月号

このアドレスに
情報メールが届きます。

配信を希望する項目を
選択してください。


